
松山広域都市計画道路の変更（愛媛県決定）　旧松山市

３・４・１５ 勝山町湯渡線 延長　約   830m ２車線 幅員18m 車線数の追加 ３・５・５０ 山西町線 延長　約   350m ２車線 幅員12m 車線数の追加
３・４・３４ 高浜高岡線 延長　約 7,460m ２車線 幅員20m 車線数の追加 ３・５・５１ 祓川大可賀線 延長　約 1,650m ２車線 幅員12m 車線数の追加
３・５・４１ 持田町室町線 延長　約 2,190m ２車線 幅員12m 一部廃止及び車線数の追加 ３・５・５２ 三津浜駅松山港線延長　約 1,490m ２車線 幅員12m 車線数の追加
３・５・４３ 本町南吉田線 延長　約 6,460m ２車線 幅員15m 車線数の追加 ３・５・５５ 道後線 延長　約   560m ２車線 幅員12m 一部廃止
３・５・４８ 道後松山港線 延長　約 6,380m ４車線 幅員15m 車線数の追加 ３・４・５７ 東野桑原線 延長　約   960m ２車線 幅員16m 一部廃止

２－６

３・４・３４高浜高岡線 
車線数を２車線に決定する。 

廃  止  分 

決 定 （変 更） 分 

３・５・４３本町南吉田線 
車線数を２車線に決定する。 

３・４・１５勝山町湯渡線 
車線数を２車線に決定する。 

３・５・４１持田町室町線 
将来交通量が少なく、代替道路があ

るため、一部区間を廃止し、残存区間

の車線数を２車線に決定する。 

３・５・５５道後線 
将来交通量は比較的多いが、代替

道路があるため、一部区間を廃止し、

残存区間の車線数を２車線に決定

する。 

３・５・５２三津浜駅松山港線 
車線数を２車線に決定する。 

３・５・４８道後松山港線 
車線数を４車線に決定する。 

３・５・５０山西町線 
車線数を２車線に決定する。 

３・５・５１祓川大可賀線 
車線数を２車線に決定する。 

３・４・５７東野桑原線 
将来交通量は比較的多いが、代替

道路があるため、一部区間を廃止し、

残存区間の車線数を２車線に決定

する。 

N 
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３・３・７ 藤原千足線 延長　約 11,180m ４車線 幅員24m 一部廃止及び車線数の追加
３・４・３０ 北久米和泉線 延長　約   3,060m ２車線 幅員16m 車線数の追加

２－７

廃  止  分 

決 定 （変 更） 分 

３・３・７藤原千足線 
将来交通量が比較的多いものの、代

替道路があるため、一部区間を廃止

し、残存区間の車線数を４車線に決

定する。 

３・４・３０北久米和泉線 
車線数を２車線に決定する。 

N
 


